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令和８年度公益財団法人宮崎県市町村振興協会事業計画 

 

当協会は、宮崎県内市町村の健全な発展を図るため、市町村振興宝くじの収益金等を活用し

て、市町村職員研修等の人材育成に関する事業を中心に、市町村の財政支援のための資金貸付

事業や市町村の振興に資する助成事業、災害時の支援金交付による被災者支援など、住民福祉

の増進に資する事業に取り組んでいます。 

令和８年度は、研修事業において、時代に即した多様な研修を実施するとともに、職員間の

相互協力を図るための広域的なネットワーク形成の場を提供します。 

また、宝くじの売上が年々減少する中、販売促進のためのＰＲ事業を強化するとともに、市

町村振興宝くじ資産を有効に活用して当協会の安定的な経営に努めます。 

 

１ 市町村等に対する資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・2,600,000 千円 

市町村の災害防止対策事業等並びに市町村における緊急に整備を要する施設等整備事業な

どに対し、宝くじ基金の資金貸付を行います。 

（１）長期貸付 

・貸 付 枠    自己資金２０億円、全国協会から借入金５億円（上限額） 

・貸付利率    貸付実行日における財政融資資金の貸付金利を基準として、 

理事長が定める 

・償還期限    ５年（うち据置期間１年）、１０年（うち据置期間２年）、 

１２年（うち据置期間２年）、１５年（うち据置期間３年）及び 

２０年（うち据置期間４年） 

・貸 付 日    ５月２４日及び翌年の３月２４日 

            ※２４日が、金融機関の休業日にあたるときは翌営業日の日 

 

（２）短期貸付 

   ・貸 付 枠    自己資金１億円 

・貸付利率    貸付実行日における財政融資資金の貸付金利を基準として、 

理事長が定める 

・償還期限    同一事業年度内 

・貸 付 日    必要に応じて随時 

 

２ 市町村振興宝くじ交付金の交付事業・・・・・・・・・・・・170,552 千円 

ハロウィンジャンボ宝くじ（新市町村振興宝くじ）の発行趣旨に基づき、市町村が行う公

共事業のほか、社会福祉の増進に寄与するものとして、その収益金については、地方財政法

第３２条に定める事業の財源として積極的に活用できるよう、全市町村に交付します。 
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３ 市町村職員等に対する研修事業・・・・・・・・・・・・・・79,145 千円 

「市町村職員研修基本計画」（実施期間：令和５年度から９年度まで）に基づき、市町村

職員の資質向上と能力開発に資するため、さまざまな研修を実施します。引き続き、集合研

修を基本としつつ、オンライン研修やハイブリッド研修を実施するなど、全ての市町村等の

職員が受講しやすい研修環境の整備に努めます。（50課程 延べ 173 日 受講定員 4,094 人

予定） 

また、海外派遣研修については、令和８年度から新計画がスタートします。新計画では、

令和 10年度までの３年間、アジア地域に派遣する予定です。 

 

４ 市町村振興助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,900 千円 

（１）地方４団体に対する助成 

市長会、町村会、市議会議長会及び町村議会議長会が行う市町村職員、議員等の人材

育成に係る研修、市町村振興のための調査・研究事業に対して助成します。 

   助成金額  9,300,000 円 

   （内訳） 市長会・・・・・215 万円、町村会・・・・・・300 万円 

市議会議長会・・185 万円、町村議会議長会・・230 万円 

 

（２）市町村・地域づくり団体等協働モデル事業 

① 目 的 

市町村と地域づくり団体等が協働して行う、地域づくり推進のための事業の実施に

要する経費に対して助成することにより、地域のより一層の活性化を図ります。 

② 助成対象団体 

ⅰ）市町村 

ⅱ）地域づくり団体等 

（地域社会の健全な発展を目的として、一定の地域の住民により自主的に結成さ

れた自治会、町内会等のコミュニティ団体、ＮＰＯ法人等の非営利団体で法人

格の有無を問わない） 

ⅲ）市町村及び地域づくり団体等で構成する実行委員会等 

③ 助成額 

1,600,000 円 （１団体 400,000 円以内） 

④ 交付の決定等 

書類選考、外部審査会を経て助成を行う 

 

（３）市町村職員自主研究グループ支援事業 

① 目 的 

職員相互の啓発意欲の高揚、職員の政策形成能力の向上等を促進するため、市町村

職員等で組織する自主研究グループが行う活動に要する経費に対して助成します。 
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② 助成対象グループ 

県内の市町村職員等で組織する自主研究グループ 

（単独、複数団体を問わないが、主たる構成員が市町村職員であること） 

③ 助成額 

2,000,000 円 （１団体 500,000 円以内） 

④ 交付の決定等 

書類選考、外部審査会を経て助成を行う 

 

５ 市町村の振興に関する調査研究及び情報提供事業・・・・・・・・2,002 千円 

（１）市町村窓口業務改善事業 

① 目 的 

各市町村の窓口における現状のサービスレベルを調査及び評価し、その結果を基に市

町村ごとに改善の提案及び研修を実施するもので、令和３年度からの７か年計画の６年

度目として、５団体について実施します。 

（予定団体：日南市、串間市、えびの市、西米良村、川南町） 

② 効 果 

集合研修だけで実際の窓口サービスを変えるには時間を要しますが、現状を知り、職

員自らの力で問題の発見・解決を進めていくことで、窓口サービスの更なる改善が図ら

れ、ひいては住民満足度の向上につながります。 

③ 費 用     1,800,000 円（５団体） 

 

（２）情報誌の発行 

当協会事業の取組状況の紹介に併せ、市町村の情報発信に呼応し、文化の創造、観光や

地場産業の振興、地域間交流の推進など、市町村の振興に寄与する観点から次のとおり発

行します。 

① 「自治みやざき」   年１回 発行    部数  400 部  

②  費 用       202,000 円 

 

６ 宮崎県・市町村災害時安心基金を活用した被災者支援事業・・・127,000 千円 

自然災害による被災者支援事業を行う市町村への支援金交付を目的に、平成 19年度に、

宮崎県、市長会及び町村会の三者共同のもとに基金が設立されました。 

住家に著しい被害を受けた被災者の「生活支援」及びその生活基盤に著しい被害を受けた

者の「生活再建」を支援するため、宮崎県、市長会及び町村会との協定に基づき本協会が基

金の管理運営を担います。 
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（１）基金の管理及び運用 

① 宮崎県及び市町村からの拠出金並びに寄附金をもって管理運営します。 

② 基金は、確実、かつ効率的に運用します。 

 

（２）市町村災害時安心基金支援金（被災者生活支援金） 

① 対 象 

  自然災害により、住家に著しい被害を受けた世帯に対し、「生活を支援する為の支

援金」を支給する市町村に支援金を交付します。 

② 支援金 

住宅の被害程度 住家の全壊 大規模半壊 
中規模半壊又は半壊

（床上浸水含む） 

支給額（１世帯あたり） ２０万円 １５万円 １０万円 

③ 費 用  82,000,000 円 

 

（３）市町村被災者生活再建支援金 

① 対 象 

  被災者生活再建支援法が適用された自然災害により被災した世帯のうち該当しない

区域に居住しているために法に基づく支援金の対象とならない世帯に対し、「生活再

建のための支援金」を支給する市町村に支援金を交付します。 

② 支援金 

  ⅰ）基礎支援金 

住宅の被害程度 全壊・解体・長期避難 大規模半壊 中規模半壊 

支給額 
１００万円 

（７５万円） 

５０万円 

（３７．５万円） 
― 

※( )内は、自然災害時において単身世帯 

  ⅱ）加算支援金 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

（支給額） 

全壊、解体、長期

避難、大規模半壊 

２００万円 

（１５０万円） 

１００万円 

（７５万円） 

５０万円 

（３７．５万円） 

（支給額） 

中規模半壊 

１００万円 

（７５万円） 

５０万円 

（３７．５万円） 

２５万円 

（１８．７５万円） 

  ※( )内は、自然災害時において単身世帯 

③ 費 用  45,000,000 円 
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７ その他の主要事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,883 千円 

（１）市町村振興宝くじ販売促進 

サマージャンボ等宝くじ及びハロウィンジャンボ等宝くじについて、市町村並びに関

係機関等とともに、県内における販売促進のための積極的な広報活動を実施します。 

① 全国発売計画（令和８年度） 

ⅰ）サマージャンボ等宝くじ 

計 画 額     980 億円（前年度 900 億円） 

発売期間     ６月 30 日（火）～７月 31 日(金） 32 日間 

抽せん日     未定 

ⅱ）ハロウィンジャンボ等宝くじ 

計 画 額     510 億円（前年度 510 億円） 

発売期間     ９月 16 日（水）～10 月 16 日（金） 31 日間 

抽せん日     未定 

② 宝くじ販売広報活動 

項  目 サマージャンボ等 ハロウィンジャンボ等 備  考 

啓発資材の

配布 

ポケットティッシュ  

30,000 個 

ポケットティッシュ  

30,000 個 
市町村等配布用 

ポスターの

掲出 

市町村等へ 100 枚 市町村等へ 100 枚 宮崎県協会作成 

市町村等へ 350 枚 市町村等へ 350 枚 全国協会より 

バス広告 

・車内広告 

 35 台 25 日間（B2 ｻｲｽﾞ） 

 35 台 25 日間（B3 ｻｲｽﾞ） 

 

宮交バス 

９営業所 

 

デジタルサ

イネージ 

宮崎アミュビジョン(宮崎駅 

アミュひろば大型ビジョン)

での動画広告の放映 

宮崎アミュビジョン(宮崎駅 

アミュひろば大型ビジョン)

での動画広告の放映 

期間 １か月 

放映時間 7：00

～24：00（１時間

あたり 20 本） 

テレビ広告 
ニュース番組内での広告放

送 

ニュース番組内での広告放

送 

原稿読み 

60 秒×２回 

ラジオ広告 
娯楽番組内及び各種番組の

合間での広告放送 
 

番組出演：１回 

スポット放送：

18 回 

③ 宝くじ販売ＰＲ補助金 

市町村の広報紙や SNS 等において、宝くじ販売の広報を行う市町村に対して補助金を

交付し、市町村振興宝くじの売上げ増加を図ります。 
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（２）地方４団体運営助成金 

   地方４団体の事務局の運営費や団体活動費に対して助成を行います。 

助成金額  9,000,000 円 

    （内訳） 市長会・・・・・300 万円、町村会・・・・・・600 万円 

 

（３）資産の管理運用 

・基本財産は、定款の定める方法により管理運用します。 

・基本財産以外の財産は、安全性及び収益性を考慮し、元本保証が確実な方法で管理

運用します。 

 

（４）ガバナンスの強化 

会計の透明性向上のため、収支予算書等において事業項目ごとの内訳表を作成するた

めの会計システムの改修を行います。 

 


